
平成 ２１年 １月 １３日

平成 ２０年度 ～ 平成 ２４年度

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

経常収支比率 94.6 101.2 100.9 101.7 103.1

医業収支比率 62.7 65.5 65.5 66.1 67.1

職員給与費比率 85.0 81.9 81.2 80.2 78.5

病床利用率 81.6 85.7 85.7 85.7 85.7

診療単価（入院） 9,261 9,250 9,280 9,280 9,280 単位：円

診療単価（外来） 9,925 10,070 10,130 10,130 10,130 単位：円

上記目標数値設定の考え方

対　　象　　期　　間

病
院
の
現
状

公立病院として今後果たすべき役
割(概要)
（注）詳細は別紙添付

一般会計における経費負担の考
え方(繰出基準の概要）
（注）詳細は別紙添付

病 院 名

所 在 地

病 床 数

診療科目

直営での運営を継続していくことを基本として目標設定

公立病院改革プランの概要

団　　　　体　　　　名

プ　ラ　ン　の　名　称

策　　　　定　　　　日

(別紙４）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

財務に係る数値目標（主なも
の）

　当町で唯一病床を持つ救急指定病院として、一次医療を担い、慢性期入院患者
の受け入れ等、町民の健康を守り、安心して生活できるよう医療の提供を行って
いきます。
　また、地域の一次医療機関として、地域センター病院である名寄市立総合病院
などと連携し、診療体制・患者サービスの向上に努めてまいります。

○建設改良費及び企業債元利償還金の２分の１
○医師及び看護師等の研究研修に要する経費の２分の１
○基礎年金拠出金に係る公的負担額（前々年度における収支不足額を限度）
○０歳以上３歳未満の児童を対象とする児童手当の１０分の３
○３歳以上小学校第６学年終了までの児童を対象とする児童手当相当額
○救急告示病院における医師等の待機及び空床の確保等救急医療の確保に必要な
経費に相当する額
○不採算地区病院の運営に要する経費のうち、その経費に伴う収入をもって充て
ることが出来ないと認められるものに相当する額

　北海道下川町

　町立下川病院改革プラン

　町立下川病院

　北海道上川郡下川町西町３６番地

　一般病床１２床　療養病床３０床

　内科・外科・小児科・放射線科
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団体名
（病院名）

１９年度実績 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 備考

１日平均患者数（入院） 34 36 36 36 36

１日平均患者数（外来） 74 77 77 77 77

民間的経営手法の導入

事業規模・形態の見直し

経費削減・抑制対策

収入増加・確保対策

その他

別紙のとおり

病床利用率の状況 １７年度 76.7% 1８年度 80.0% １９年度 81.6%

病床利用率の状況を踏
まえた病床数等の抜本
見直し、施設の増改築
計画の状況等

北海道下川町
（町立下川病院）

公立病院としての医療機能に係る
数値目標（主なもの）

経
営
効
率
化
に
係
る
計
画

数
値
目
標
達
成
に
向
け
て
の
具
体
的
な
取
組
及
び
実
施
時
期

そ
の
他
の
特
記
事
項

各年度の収支計画

　病床利用率については、Ｈ１８年度８０．０％、Ｈ１９年度８１．６％となっていることから、
今後も現在の病床数で運営を行っていくこととする。

○薬品費や診療材料費等の使用状況を的確に把握し、在庫の適正管理に努め、ジェネ
リック医薬品の採用拡大など薬品や診療材料の縮減に努める。（年間目標２百万円の削
減）

○通常の診療時間内に受診出来ない患者のため毎月第１・第３・第５木曜日に診療時間
を延長し、夜間診療の推進を図る。

○退職者の一部不補充による人件費の抑制（平成２３年度の職員数１名減）
○医療器機の購入については、必要性・使用頻度等を精査し、計画的な購入に努
め、適切な保守点検や修繕を行うことにより長期に使用し、購入経費の抑制に努
める。（平成２４年度まで３３百万円程度の削減）

○固定医の確保及び病院事業の積極的なＰＲ活動や保健事業に関する機関と連携
を図り、町外への患者の流出を防ぐ。（平成２３年度目標外来患者１日平均７７
人）
○各種健診受診率の拡大など患者数の増加等を図り、医療収入の確保に努める。
（平成２３年度目標額３４７百万円）
○慢性期入院患者の受け入れ等を含め、病床利用率を向上。（平成２３年度目標
８５.７％）
○未収金対策については、すみやかに電話や文書での勧告や訪問徴収等の早い時
期の取組を一層強化し、早期回収を図る。（現状未収金３０万円→目標２０万
円）

2



団体名
（病院名）

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

経営形態の現況

（注）
１
２

詳細は別紙添付
具体的な計画が未定の
場合は、①検討・協議の
方向性、②検討・協議体
制、③検討・協議のスケ
ジュール、結論を取りま
とめる時期を明記するこ
と。

点検・評価・公表等の体制
(委員会等を設置する場合そ
の概要）

点検・評価の時期(毎年○月
頃等）

経営形態見直し計画の概要

その他特記事項

二次医療圏内の公立病院等
配置の現況

都道府県医療計画等における
今後の方向性

（該当箇所に

（該当箇所に

再編・ネットワーク化計画の概
要及び当該病院における対応
計画の概要

経営形態の見直し（検討）の方向
性

再
編
・
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
係
る
計
画

討中の場合は複数可）

点
検
・
評
価
・
公
表
等

当院が所在する北海道上川北部医療圏には、公立病院等が１０病院所在。
町立下川病院（下川町４２床）、名寄市立総合病院（名寄市４６９床）、名寄東病院（名寄
市１０５床）、国民健康保険町立和寒病院（和寒町３０床）、浜頓別国民健康保険病院（浜
頓別町６４床）、中頓別国民健康保険病院（中頓別町５０床）、枝幸町国民健康保険病院
（枝幸町８４床）、枝幸町国民健康保険歌登病院（旧歌登町３８床）、士別市立病院（士別
市２３０床）、JA北海道厚生連美深厚生病院（美深町６４床）

北海道が策定した「自治体病院等広域化・連携構想」では、全道を30の区域に分け再編
することとしていますが、当院は比較的小規模病院であり、平均在院日数などを勘案し
て、今後担うべき役割を検討する必要があるとされています。

北海道下川町
（町立下川病院）

＜時　期＞
平成２０年８月

平成２４年度

＜内　容＞
士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、
音威子府村、中川町、浜頓別町、中頓別町、西興部村
により、「上川北部自治体病院等広域化・連携検討会
議」を設立。

上記「上川北部自治体病院等広域化・連携検討会議」
で再編・ネットワーク化について検討し、一定の結論
を出す。

経
営
形
態
見
直
し
に
係
る
計
画

＜時　期＞
平成２４年度

＜内　容＞
　経営形態については、「病院事業運営検討委員会」
及び「病院事業運営審議会」にて、検討を行うことと
し、今後も直営での運営を継続していくことを基本と
しますが、医療法改正等により、経営の健全性が確保
出来ない場合は、経営の在り方を抜本的に見直し、公
営企業法の全部適用や診療化等の検討を行う必要があ
る。

「病院事業運営検討委員会」及び「病院事業運営審議会」にて、改革プランの取
組状況の点検・評価を行い、ホームページで公表します。

年１回　（２月頃）

公営企業法財務適用

指定管理者制度

CheckBox2

民間譲渡

診療所化

公営企業法全部適用 地方独立行政法人

一部事務組合・広域連合

公営企業法全部適用 地方独立行政法人 指定管理者制度

老健施設など、医療機関以外の事業形態への移行

を記入、検

を記入）
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(別紙） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 351 339 357 358 359 360

(1) 309 295 311 312 312 312

(2) 42 44 46 46 47 48

13 13 13 13 13 13

２. 153 173 195 195 195 195

(1) 152 172 194 194 194 194

(2)

(3) 1 1 1 1 1 1

(A) 504 512 552 553 554 555

１. ｂ 557 541 545 547 543 537

(1) ｃ 341 328 336 335 332 326

(2) 140 137 134 135 135 135

(3) 58 62 64 63 64 64

(4) 17 13 9 12 10 10

(5) 1 1 2 2 2 2

２. 2 1 1 2 2 2

(1) 1 0 0 1 1 1

(2) 1 1 1 1 1 1

(B) 559 542 546 549 545 539

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 55 ▲ 30 6 4 9 16

１. (D) 0 0 0 0 0 0

２. (E) 0 0 0 0 0 0

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 0 0 0 0 0 0

▲ 55 ▲ 30 6 4 9 16

(G) ▲ 127 ▲ 157 ▲ 151 ▲ 147 ▲ 138 ▲ 122

(ｱ) 176 158 174 192 218 249

(ｲ) 32 30 30 30 30 30

　 0 0 0 0 0 0

(ｳ) 0 0 0 0 0 0

（※） 40 16 ▲ 16 ▲ 18 ▲ 26 ▲ 31
(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
(c)
（a）

(H)
ａ

（※）N年度における単年度資金不足額については、次の算式により算出すること。
　　○「N年度　単年度資金不足額」＝（「N年度の不良債務額」－「N－１年度の不良債務額」）
　　・不良債務額が負の数となる場合（不良債務が発生しない場合）においても負の数で上記単年度資金不足額を算出すること

23年度

▲ 219

103.1

0

0

0

0

21年度

(H)

85.7

0

×100

医 業 収 支 比 率

×100

地方財政法施行令第19条第１項
により算定した資金の不足額

85.7

単 年 度 資 金 不 足 額

0

0

80.0

経 常 収 支 比 率 ×100

不 良 債 務 比 率

特
別
損
益

特 別 利 益

×100

地方財政法上の資金不足の割合 ×100

差引
不 良 債 務

(ｵ)
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

職員給与費対医業収益比率

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

経 常 費 用

又 は 未 発 行 の 額

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

そ の 他

19年度（実績）

特 別 損 失

そ の 他

経 常 収 益

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

18年度(実績)

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

▲ 128

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

支 払 利 息

0

▲ 144

90.2

0

85.6

62.9 67.1

78.585.0 81.9 81.2 80.2

62.7 65.5

0 0 0 0

0 0 0 0

94.6 101.2 100.9 101.7

0 0 0 0

病 床 利 用 率

0 0 0

81.6 85.7 85.7

地方公共団体の財政の健全化に関する法律上の
資金不足比率

0 0

　　例）「22年度単年度資金不足額▲30百万円」＝（「22年度不良債務額▲20百万円」－「21年度不良債務額10百万円」）

0

北海道下川町
（町立下川病院）

0

▲ 144 ▲ 162 ▲ 188

20年度（見込） 22年度

65.5 66.1

0 0



団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：百万円、％)

　　 年 度

 区 分

１. 34

２. 7 1 6 5

３.

４.

５.

６.

７.

(a) 7 0 34 1 6 5

(c)

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 7 0 34 1 6 5

１. 1 35 2 8 6

２. 9 4 4

３.

４.

(B) 10 0 35 2 12 10

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 3 0 1 1 6 5

１. 3 1 1 6 5

２.

３.

４.

(D) 3 0 1 1 6 5

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

165 185 207 207 207 207

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

6 0 0 1 6 5

（　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　） （　  　　　）

171 185 207 208 213 212

（注）
1
2

22年度18年度(実績) 19年度（実績）

合　　　計

収 益 的 収 支

資 本 的 収 支

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。
　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務省自治財政局長通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる
繰入金以外の繰入金をいうものであること。

補
て
ん
財
源

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。

23年度20年度（見込） 21年度

又 は 未 発 行 の 額
実 質 財 源 不 足 額

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

(F)

23年度

北海道下川町
（町立下川病院）

(単位：百万円）

そ の 他

計

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

収 入 計

(b)

収
　
　
　
　
　
　
入

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

前年度許可債で当年度借入分

支 出 計

他 会 計 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

企 業 債

他 会 計 出 資 金

支 出 の 財 源 充 当 額
う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る

そ の 他

18年度(実績) 19年度（実績） 21年度 22年度20年度（見込）


